
日本学生支援機構の
第一種奨学金及び第二種奨学金

採用２年目から１１年目の１０年間で分割し、
県が本人に代わり日本学生支援機構に
直接返還します（最長１０年）

令和７年度以降の試験合格者のうち、令和８年度から令和１２年度
までに以下の職種で県に採用された方

①土木系技術職（土木・建築・電気・機械）

②児童福祉専門職（心理・児童指導員・児童福祉司・
児童自立支援専門員・保育士）

③獣医師

千葉県は

技術系職員を対象に

奨学金返還支援事業を

開始します！

※詳細は令和８年４月以降に公表予定

担当・問合せ先 千葉県総務部人事課人事企画班 ０４３－２２３－３５８３

千葉県マスコットキャラクター
チーバくん

支援対象

対象
奨学金

返還
支援額

返還支援
方法

申請時点の返還総額の２分の１の額
（上限額１５０万円）
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